
別紙第２　勧　　告

　本委員会は，報告に述べた見解に基づき，職員の給与に関する条例（昭和２７年

茨城県条例第９号），一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年茨城

県条例第６号）及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年茨城

県条例第９号）を次のとおり改正するよう勧告する。

１　職員の給与に関する条例の改正

　⑴　給料表

　　　現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。

　⑵　諸手当

　　ア　初任給調整手当

ア　医療職給料表（一）の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月

額の限度を国に準じて改定すること。

イ　医療職給料表（一）以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で，

医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員の職にあるものに対

する支給月額の限度を５０,８００円とすること。

　　イ　宿日直手当

　勤務１回に係る支給額の限度を，通常の宿日直勤務は４,４００円，人事委

員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主とする宿日直

勤務は７,４００円，人事委員会規則で定める病院の医師又は歯科医師の宿日

直勤務は２１,０００円（執務時間が通常の執務日の２分の１の時間である日の

退庁時から引き続く場合にあっては，それぞれ６,６００円，１１,１００円，３１,５００

円）とすること。ただし，その勤務時間が５時間未満の場合は，勤務１回

に係る支給額の限度を，それぞれ２,２００円，３,７００円，１０,５００円とすること。

　　ウ　期末手当及び勤勉手当

　　　ア　平成３０年１２月期の支給割合

　　　　ａ　ｂ及びｃ以外の職員

　勤勉手当の支給割合を０.９５月分（再任用職員にあっては，０.４７５月

分）とすること。

　　　　ｂ　特定幹部職員

　勤勉手当の支給割合を１.１５月分（再任用職員にあっては，０.５７５月

分）とすること。

　　　　ｃ　医療大学の学長の職にある職員（再任用職員を除く。）

　勤勉手当の支給割合を１.０月分とすること。
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　　　イ　平成３１年６月期以降の支給割合

　　　　ａ　ｂ及びｃ以外の職員

　６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ１.３月分

（再任用職員にあっては，それぞれ０.７２５月分）とし，６月及び１２月

に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ０.９２５月分（再任用職員

にあっては，それぞれ０.４５月分）とすること。

　　　　ｂ　特定幹部職員

　６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ１.１月分

（再任用職員にあっては，それぞれ０.６２５月分）とし，６月及び１２月

に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ１.１２５月分（再任用職員

にあっては，それぞれ０.５５月分）とすること。

　　　　ｃ　医療大学の学長の職にある職員（勤勉手当にあっては，再任用職員

　　　　　を除く。）

　６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ０.７月分

（再任用職員にあっては，それぞれ０.３７５月分）とし，６月及び１２月

に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ０.９７５月分とすること。

２　一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

　⑴　給料表

　　　現行の給料表を別記第２のとおり改定すること。

　⑵　期末手当

　　　特定任期付職員の期末手当の支給割合については，次のとおりとすること。

　　ア　平成３０年１２月期の支給割合

　　　　期末手当の支給割合を１.７月分とすること。

　　イ　平成３１年６月期以降の支給割合

　６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ１.６７５月分と

すること。

３　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

　⑴　給料表

　　　現行の給料表を別記第３のとおり改定すること。

　⑵　期末手当

　　ア　平成３０年１２月期の支給割合

　　　　期末手当の支給割合を１.７月分とすること。

　　イ　平成３１年６月期以降の支給割合
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　６月及び１２月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ１.６７５月分と

すること。

４　改定の実施時期

　この改定は，平成３０年４月１日から実施すること。ただし，１の⑵のウのア，

２の⑵のア及び３の⑵のアについては平成３０年１２月１日から，１の⑵のウのイ，

２の⑵のイ及び３の⑵のイについては平成３１年４月１日から実施すること。
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